
　

　

〇　運転者に対する処罰

※　自転車・特定小型原付自転車も処罰の対象です

〇　運転者以外の周囲の責任についての処罰

◆　飲酒運転には厳しい行政処分と処罰があります！　◆

令和７年12月号 交 番 だ よ り
☎(078)231-0110

葺合警察署

★ 警 察 官 募 集 ★

～令和７年度第３回兵庫県警察官募集～

年末の交通事故防止運動

飲酒運転追放「三ない運動」

・ 酒を飲んだら車を運転しない

・ 運転する時は酒を飲まない

・ 運転する人には酒を飲ませない

｢飲酒運転追放宣言」

令和７年12月１日（月）から12月10日（水）

○ 「交通安全意識を高める日」 12月１日（月）

○ 「自転車安全利用の日」 12月２日（火）
運動期間

⑴ こどもと高齢者を始めとする歩行者の安全確保と反射材用品や明るい

目立つ色の衣服等の着用促進

⑵ 飲酒運転等の根絶と夕暮れ時・夜間の早めのライト点灯やハイビーム

の活用の促進

⑶ 自転車等の交通ルールの理解・遵守の徹底とヘルメット着用の促進

運動重点

【警察官募集】

受付期間 令和７年12月10日（水）～令和８年１月５日（月）

第一次試験日 令和８年１月17日（土）

採用予定人数 一般区分 男性16人 女性15人
キャリアアピール区分 男性20人 女性10人

【警察官（サイバー捜査官選考）募集】

受付期間 年間を通じて随時受付

選考日 応募の都度決定

採用予定人数 ４人

詳細は、兵庫県警察のホームページをご覧ください。

問合せ先 兵庫県警察官採用センター ０１２０－１４５－３１４


